
農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づき、公表します。

１　地域における農業の将来の在り方

（１）　地域農業の現状及び課題

（２）　地域における農業の将来の在り方
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・農作業の効率化を図る（水利用を考慮した農地の集積や畔を無くし農地を大区画化することで、作業の効率化
を図る。農地を担い手に集約し、　効率的な農業経営を目指す。）
・地域情報を共有できる仕組みづくり。（地域掲示板の設置等）
・営農組織の設立や新規就農者の受け入れを実施し、後継者の確保を図る。
・地域の農地に水がいきわたるよう整備を実施し安心して農業ができる環境を整える。
・山間地域の農道を整備し、作業環境を整える。
・網田地区オリジナル商品やブランドの確立。
・農家同士で協力できる体制の構築。
・意識改革を行い、儲かる農業を実践していく。
・鳥獣害対策を徹底する。

（現状）
・網田地区の農地面積は約415haとなっている。平地には水田、山地には樹園地が広がっており、水田作、果樹
作、施設園芸の栽培を行っている。認定農業者の担い手も多く存在しているが、農業後継者は少なく、高齢化等
により将来の農業経営の継承が円滑に行われるかどうかや、中山間部を中心に耕作放棄地の増加が懸念され
る。今後農地を維持していくためには、農業後継者の確保や分散する担い手の農地の集約化を検討していく必
要がある。

【地域の基礎的データ】
・認定農業者：23経営体
・主な作物：水稲、果樹、施設園芸（ミニトマト、イチゴ、キュウリ）、露地野菜等

（課題）
・10年後の耕作者年齢が70歳以上の農地が過半を大きく超える。また、10年後の耕作者がいない又は未定と
なっている農地が目立ってきている。
・農業者の高齢化、後継者不足。
・山間地域の農地に繋がる農道が狭く、農作業の効率化を阻害している。
・燃油価格や資材価格の高騰など経費が増大している。
・猪による鳥獣害の被害が増加傾向にある。
・水が不足しがちである。

地域名
（地域内農業集落名）

注１：「地域名」欄には、協議の場が設けられた区域を記載し、農林業センサスの農業集落名を記載してくださ
い。
注２：「協議の結果を取りまとめた年月日」欄には、取りまとめが行われた協議の回数を記載してください。

協議の結果を取りまとめた年月日
令和6年9月3日

（第1回）

網田地区（小池、長浜東、長浜中、笠瓜、長浜西の一、長浜西の二、浦小松、新地、塩屋、田平、
引の花、東、上開拓、堂園、上床、寺登、宮前、下戸田、辺田目、戸口町東北、戸口町本横、戸口

町出、平岩、赤瀬、古屋敷、古場田）



２　農業上の利用が行われる農用地等の区域

（１）　地域の概要
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（２）農業上の利用が行われる農用地等の区域の考え方

３　農業の将来の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項

以下任意記載事項（地域の実情に応じて、必要な事項を選択し、取組方針を記載してください）

⑥燃料・資源作物等 ⑦保全・管理等

①鳥獣被害防止対策 ②有機・減農薬・減肥料 ③スマート農業 ④輸出

⑧農業用施設 ⑨その他

⑤果樹等

【選択した上記の取組方針】

（うち保全・管理等が行われる区域の農用地等面積）【任意記載事項】

（２）農地中間管理機構の活用方針

・農地中間管理機構を活用して、認定農業者や新規就農者を中心に団地面積の拡大を進めるとともに、担い手
への農地集積を進める。また、畦を撤去することで、大規模化、農地の集約を目指す。

・担い手の経営意向を勘案し、農地中間管理事業を活用して段階的に集約を進める。

区域内の農用地等面積

・農振農用地区域内の農地及びその周辺の農地を農業上の利用が行われる区域とし、保全・管理等の区域に
ついては慎重な協議を積み重ね、必要な場合は適切に設定する。

注：区域内の農用地等面積は、農業委員会の農地台帳等の面積に基づき記載してください。

うち農業上の利用が行われる農用地等の区域の農用地等面積 415

415

（５）農業協同組合等の農業支援サービス事業者等への農作業委託の活用方針

・現在のところは未定。

・家族経営体を法人化したり、地域で営農組織を作ったりすることで、共同で補助事業を受ける体制を整えたり、
スマート農業の推進を図る。それにより、人手不足や遊休農地の解消を図る。

（１）農用地の集積、集約化の方針

・基盤整備事業については、地域の状況に応じて検討していく。
・樹園地の小規模基盤整備、災害（水害等）に強い農地整備を目指す。
・水源の確保等、水回りの整備を地域の状況に応じて検討していく。

（４）多様な経営体の確保・育成の取組方針

（３）基盤整備事業への取組方針


